
住まいを確認し
支援の中心を整える

東みよし町居住支援協議会
東みよし町社会福祉協議会

～居住支援体制＝住宅確保×生活支援～



東みよし町の概要

■面積     122.48㎢

 ■世帯数    6,295世帯

 ■人口    13,533人

 65歳以上  4,961人

 高齢化率   36.7％

 ■要支援・要介護認定者数 915人

 （令和5年4月1日現在）

 ■民生委員児童委員数 40人

 ■学校数 中学校2校・小学校4校

 ■地域福祉活動計画地区割り 7地区



国土交通省：住宅確保要配慮者居住支援協議会より



国土交通省：住宅確保要配慮者居住支援協議会より



⚫各種自立支援事業の展開

⚫地域福祉活動の推進

⚫支え愛マップによる地域課題の可視化

⚫大雨・大雪等災害時の対応

⚫町内福祉施設や病院からの退所支援

⚫空家の調査

⚫空家・休耕地の管理(シルバー人材センター)

なぜ本会で居住支援協議会

社会福祉協議会としての本業
社会福祉法人としての使命

知らず知らず関わっていた（とは言え反対もあった）

住居土地統計調査

住居問題



＊住まいを中心に、とはとても考えられない

①平成２６年７月に大雨、１２月に大雪災害。

山間部を中心に被災地域や世帯がないか個別訪問を実施

②気になる家があるとの連絡があり、初めて訪問する世帯もあった

③空中に作られた家(全壊、引きこもりの子と高齢両親)、

ツリーハウス(山頂にあり障がい者夫婦世帯)、

大雪で孤立する世帯(平地まで車で１時間、隣の家まで徒歩２時間

１２～３月は家から出ず備蓄で生活)

④住居や転居の相談はあるが、足りないもの(気持ち、お金、人)が多い

⑤住まいは単なる「住居」ではなく落ち着ける「居場所」と再認識

事例① 突然の自宅喪失のケース
住めば都とは言え、驚きの住環境

住居の確保が支援のスタート
社協にはその方法と物(住居)がない

災害時や刑余者等住宅確保要配慮者に通じる課題







 住居確保→平坦地に住みたい、避難所でたい

 生活安定→仕事を失う、収入が一時的にない

 生活援助→介護保険利用申請、障がい認定

 家族問題→８０５０(両親と息子１人特有の課題)

・父の自由奔放な生活

・母の認知症

・息子の引きこもりと母への強い関心

様々な生活支援

長期にわたる生活支援のスタート
その際最も必要なものの1つに住宅確保

役場

県

保健所
地域包括



地域包括ケアシステム



⚫住宅確保要配慮者の相談窓口

⚫住宅確保や住宅を資源とした制度の周知や啓発

⚫新たな士業や専門職との連携や協働で地域力アップ

⚫地域移行支援の一員として新たな生活支援の充実

⚫様々な要因による住替え支援

⚫資源を活用した魅力ある街づくりへの提言

地域包括ケアシステム実現のため
居住支援協議会が行えること

今までの生活支援に居住支援をプラスし真円の支援体制
貸し手・借り手の双方が安心出来る契約
負担の偏りがない支援の為の第１歩



契約同行支援



引っ越し支援



清掃支援



⚫セーフティーネット住宅登録と地域移行支援の一員

 （善意や熱意からの脱却）

⚫プロとの連携を継続し生活支援の充実を

(宅建協会さん大家さんやお寺さんを仲間に)

⚫入居中から退去時まで支援(安心の長期サポート)

⚫山間地や荒廃居住、大きすぎる住居からの住み替え支援

(住めば都も買い物や通院の限界と家計支援）

⚫住みやすい街づくり支援(移住、身近に地域福祉の拠点)

居住支援事業
住宅確保と生活支援で出来ること

住宅確保要配慮者は身近にいて我々の本業である
プロも仲間に相談体制を構築し住居中心の真円の支援体制を
負担を分け合い、住みよく無駄のない町を目指したい



おしまい

ちょうどええ ほなけん住んどる
「ずっと住みたい！」を共に創るまち

東みよし町
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